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国内官庁の名称 Intellectual Property Office (Luxembourg) 

（知的財産庁（ルクセンブルク)） 

所在地 Ministère de l'économie, 19-21，Boulevard Royal， 

Luxembourg-Ville，Luxembourg 

郵便のあて名 L-2914 Luxembourg 

電話番号 

電子メール 

インターネット 

 

ファクシミリ装置 

(352) 247 84113 

bqq@eco.etat.lu 

http://www.eco.public.lu 

http://patent.public.lu 

(352) 247 94113 

国内官庁はファクシミリ装置又は同様の

手段による書類の提出を受理するか？ 

（ＰＣＴ規則92.4） 

 送付することができる書類の種類 
 書類の原本提出義務 

ファクシミリ装置による提出を受理する 

 
 
すべての書類 
送付の日から14日以内に提出 

郵政当局以外の配達サービスを利用した

場合に亡失又は遅延があったとき書類を

発送したことの証拠を受理するか？ 

（ＰＣＴ規則82.1） 

受理しない 

出願人がＷＩＰＯ ＤＡＳ１から優先権書

類を取得できるようにする用意がある

か？（ＰＣＴ規則17.1(ｂの2)） 

用意なし 

ルクセンブルクの国民及び居住者のため

の管轄受理官庁 

 国内法令は外国官庁への 

 国際出願を制限するか？ 

欧州特許庁（ＥＰＯ）又はＷＩＰＯ国際事務局 

又は知的財産庁（ルクセンブルク)２ 

制限しない 

ルクセンブルクが指定（又は選択）され

ている場合の管轄指定（又は選択）官庁 

国内保護：知的財産庁（ルクセンブルク） 

欧州特許：欧州特許庁（ＥＰＯ） 

ＰＣＴに基づき取得可能な保護の種類 国内：特許 
欧州：特許 

［次頁に続く］ 
 

 

 

 

 

         

１ ＷＩＰＯ ＤＡＳについての詳細情報は次から入手可能である：https://www.wipo.int/en/web/das 

２ ルクセンブルクの居住者は，国防に利害関係のある発明については知的財産庁（ルクセンブルク）へ国際
出願をしなければならない。 
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国内官庁が認める手数料の支払方法 ルクセンブルクにおける特許関係のすべての手数料は次の受取

人の郵便局口座（CCPL）宛に電信送金する： 

Ministère de l’Economie, Office de la propriété 
intellectuelle, L-2914 Luxembourg 

IBAN：LU91 1111 7125 0540 0000 

BIC：CCPLLULL 

すべての支払には出願番号（国内特許)，公開番号（欧州及び国

際特許)，特許権者の氏名若しくは名称，特許出願日及び手数料

の種類（有効に維持するための年金支払の場合には特許年度の

特定が必須）を記載すべきである。請求書に基づく支払には，

請求書の番号，日付及び発出者を表示すれば十分である。 

国際型調査に関するルクセンブルクの規定 

（ＰＣＴ第15条） 

な し 

国際公開に基づく仮保護 国内特許を目的とする指定の場合： 
フランス語若しくはドイツ語による公開の日から，又は，フラ

ンス語若しくはドイツ語による翻訳文を被告又は知的所有権庁

（ルクセンブルク）に送達した日から，相当額の損害賠償を請

求できる（1977年5月27日の法律） 
欧州特許を目的とする指定の場合： 
(1) ＥＰＯの公用語の１つで公開された国際出願： 

当該出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件

が満たされていることを条件として事情による相当な補償 
(2) ＥＰＯの公用語でない言語で公開された国際出願： 

(1)に規定する保護は，ＥＰＯがその公用語の１つにより提

供された国際出願を公開するまでは効力が生じない 

ルクセンブルクが指定（又は選択）されている場合の有益な情報 

国内保護について 

ルクセンブルクが指定（又は選択）さ

れている場合に発明者の氏名（名称）

及びあて名を提示しなければならない

時期 

願書中に記載するか，又は出願後に提出することができる。Ｐ

ＣＴ第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしてい

ない場合，管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たす

よう出願人に求める。 

微生物及びその他の生物材料の寄託に関

する特別の規定が設けられているか？ 

あ り（附属書Ｌ参照） 

欧州特許については，附属書Ｂ２の欧州特許機構（ＥＰ）を参照 

 
 
 


